
 

〈事業報告〉 

Ｉ 事業状況 

 

１．日独学術文化に関する研究並びにその助成（定款第 4 条第 1 項第 1 号） 

〈第 26 回公開シンポジウムの開催〉 

（１）開催日と場所： 

平成 28 年 12 月 4 日（日）京都大学吉田キャンパス 法経本館 法経第 7 教室 

（２）参加者： 約 60 名 

（３）テーマ： 連続テーマ「ことば」の 4 回目として「言葉の襞」 

（４）基調講演： 

   ・長谷川郁夫氏（文芸評論家）： 「言葉の襞Ⅰ」 

 ・中沢けい氏（作家）： 「言葉の襞Ⅱ」 

（５）対談： 「言語の身体性をめぐって」 

 対談者： 長谷川氏、中沢氏 

 司会： 小川暁夫理事 

   参加者からの質疑等もあり、活発な討論が展開された。 

 

２．日独学術文化に関する図書雑誌の編集及び出版刊行（定款第 4 条第 1 項第 2 号） 

〈年報の刊行 平成 28 年度年報『文明と哲学』第 9 号〉 

（１）刊行月・出版社： 平成 29 年 3 月、こぶし書房 

（２）編集代表： 谷徹理事 

（３）内容： 

   【日独文化研究所 60 周年】 

   ・大橋良介「回顧と展望」 

   ・ハインリヒ・プファイファー（大橋良介・訳）「日独文化研究所 60 周年に」 

   ・Heinrich Pfeiffer 60 Jahres Deutsch-Japanisches Kulturinstitut 

   ・秋富克哉「川の流れのように」 

   ・木村敏「店じまいへ向けて」 

   ・阿部光幸「岡本道雄先生の思い出」 

 

   ［特集 コンパシオーン（共生のパトス）］ 

【論考 I】 



 

   ・大橋良介「私に触れてはいけない Noli me tangere――「 悲
コンパシオーン

」の現象論（四）」 

   ・関口浩「古代日本における《悲劇精神》について――折口信夫の思索を参照し

て」 

・水野友晴「実在と善――『善の研究』における「哲学的研究」と「人生の問題」

の関係」 

・和田信「対人援助のあり方とコンパシオーン――震災後傾聴ボランティアに携

わる僧侶金田諦應の実践」 

・髙山佳奈子「裁判員裁判と量刑改革における「共感」の意義」 

・吉田馨「三隈研次の目――惨と悲」 

 

   【論考 II】 

   ・谷徹「文明・文化と「五」」 

 ・秋富克哉「哲学の家郷――西田とハイデッガーの哲学的対話に向けて（三）」 

・太田裕信「西田幾多郎の「行為的直観」と「活動的生／観想的生」――アーレ

ントを手がかりに」 

   ・田邉正俊「「文化」と「文明」の相克――ニーチェ哲学における「文化」の“二

面性”を手がかりとして」 

   ・小川暁夫「人はいかに空間を言語化するか――日独語を例に」 

   ・宮下博幸「ことばの意味をめぐって――言語哲学への言語学の応答」 

 

   【対談】 

   ・神林恒道×秋富克哉「ドイツと日本の「美」のかたち」 

 

   【公開シンポジウム「ことば」】 

   ・初宿正典「《翻訳文化としての法律学》閑話」 

   ・貫成人「踊りを翻訳する――バレエと暗黒舞踏を糸口に」 

 

   【学術交流講演】 

   ・トーマス・フックス（和田信・訳）「自我
エ ゴ

トンネルから抜け出す道――現象

学の現代的意義」 

 

 



 

３．日独学術文化に関する講習会、講演会及び談話会等の開催（定款第 4 条第 1 項第 3

号） 

〈哲学講座「初夏講座」〉 

（１）開催日と場所： 

   第 1 回： 平成 28 年 5 月 31 日（火） 

第 2 回： 同 6 月 7 日（火） 

第 3 回： 同 6 月 14 日（火） 

第 4 回： 同 6 月 21 日（火） 

   第 5 回： 同 6 月 28 日（火） 

第 6 回： 同 7 月 5 日（火） 

   会場はいずれも公益財団法人日独文化研究所セミナー室 

（２）受講者： 23 名（学生・院生・OD8 名、一般 15 名） 

（３）講師： 大橋良介氏（本研究所所長） 

（４）テーマ： 「対話する西田哲学」 

 

〈哲学講座「中秋講座」〉 

（１）開催日と場所：  

   第 1 回： 平成 28 年 10 月 4 日（火） 

第 2 回： 同 10 月 11 日（火） 

   第 3 回： 同 10 月 18 日（火） 

第 4 回： 同 10 月 25 日（火） 

   第 5 回： 同 11 月 1 日（火） 

第 6 回： 同 11 月 8 日（火） 

   会場はいずれも公益財団法人日独文化研究所セミナー室 

（２）受講者： 19 名（学生・院生・OD6 名、一般 13 名） 

（３）講師： 松本啓二朗氏（大阪教育大学准教授） 

（４）テーマ： 「ハイデガーと詩人たち」 

 

〈哲学講座「初春講座」〉 

（１）開催日と場所： 

   第 1 回： 平成 29 年 3 月 2 日（木） 

第 2 回： 同 3 月 9 日（木） 



 

   第 3 回： 同 3 月 16 日（木） 

第 4 回： 同 3 月 23 日（木） 

   第 5 回： 同 3 月 30 日（木） 

   会場はいずれも公益財団法人日独文化研究所セミナー室 

（２）受講者： 22 名（学生・院生・OD7 名、一般 15 名） 

（３）講師： 長澤麻子氏（立命館大学准教授；第 1 回～第 3 回、第 5 回）、エバーハ

ルト・オルトラント氏（ビーレフェルト大学学際研究員・博士；第 4 回） 

（４）テーマ： 「ベンヤミンと言語」 

 

４．日独学術文化に関する図書及び資料の収集並びに公開（定款第 4 条第 1 項第 4 号） 

〈所報の発行〉 

（１）刊行年月： 平成 29 年 3 月（第 5 号） 

（２）内容： 本法人の活動内容や事業報告を、一般の人々にもわかりやすいようにと

りまとめ、賛助会員をはじめ、事業参加者などに配布。 

また、平成 29 年 4 月以降、本法人ホームページでも公開。 

本法人の活動を広く知らせるために、今後も年 1 回刊行予定。 

 

５．日独学術文化に関する研究者の招待、派遣及び交換（定款第 4 条第 1 項第 5 号） 

国内の学会、大学と連携して、ドイツから学者を招へいし、講演会等を開催した。 

 

〈トーマス・フックス氏講演会〉 

（１）開催日と場所： 平成 28 年 10 月 6 日（木） 公益財団法人日独文化研究所セミ

ナー室 

（２）講師： トーマス・フックス氏（ドイツ・ハイデルベルク大学教授） 

（３）テーマ： 「エゴ・トンネルから抜け出す道――現象学の現代的意義」 

（４）参加者： 20 名 

   

〈ギュンター・フィガール氏ゼミナール〉 

（１）開催日と場所： 平成 28 年 12 月 3 日（土） 公益財団法人日独文化研究所セミ

ナー室 

（２）講師： ギュンター・フィガール氏（ドイツ・フライブルク大学教授） 

（３）テーマ： 「見る前に跳べ！」 



 

（４）参加者： 29 名 

 

〈ヴォルフガング・カール氏講演会〉 

（１）開催日と場所：平成 29 年 3 月 11 日（土）大阪大学豊中キャンパス待兼山会館

2F 会議室 

（２）講師： ヴォルフガング・カール氏（ドイツ・ハイデルベルク大学教授） 

（３）テーマ： 「憲法の視角から見た行政コントロール」 

（４）参加者： 24 名 

 

〈アン－カトリン・カウフホルト氏講演会〉 

（１）開催日と場所： 平成 29 年 3 月 18 日（土）大阪大学中之島センター404 号室 

（２）講師： アン－カトリン・カウフホルト氏（ドイツ・ミュンヘン大学教授） 

（３）テーマ「システム監督――金融監督を例として」 

（４）参加者： 31 名 

 

〈エバーハルト・オルトラント氏講演会〉 

（１）開催日と場所： 平成 29 年 3 月 23 日（木） 公益財団法人日独文化研究所セミ

ナー室 

（２）講師： エバーハルト・オルトラント氏（ドイツ・ビーレフェルト大学学際研究

員・博士） 

（３）テーマ「フランクフルト学派とベンヤミン」 

（４）参加者： 16 名 

 

● 事業別の事業実績のまとめ（単位：円） 

 

 

 



 

Ⅱ 登記、届出、報告事項等 

 

1. 平成 28 年 6 月 29 日 内閣府に事業報告等に係る提出書を提出。 

2．平成 28 年 7 月 19 日 役員の異動について登記を行う（任期満了による役員改選に

ともなう理事・監事の異動）。 

3. 平成 28 年 7 月 21 日 内閣府に変更届出書を提出（任期満了による役員改選にとも

なう理事・監事の異動）。 

4. 平成 28 年 8 月 31 日 役員の異動について登記を行う（志水洵一氏の評議員辞任）。 

5. 平成 28 年 9 月 13 日 内閣府に変更届出書を提出（志水洵一氏の評議員辞任）。 

6. 平成 28 年 10 月 17 日 役員の異動について登記を行う（三澤廣人氏の評議員辞任、

西川伸一氏の評議員就任、津野紀代志氏の監事就任）。 

7. 平成 28 年 10 月 18 日 内閣府に変更届出書を提出（三澤廣人氏の評議員辞任、西川

伸一氏の評議員就任、津野紀代志氏の監事就任）。 

8. 平成 29 年 3 月 28 日 内閣府に事業計画等に係る提出書を提出。 

 

 

Ⅲ 職務の概要 

 

１．役員の異動 
 
（１）理事の新任   和田 信  氏 （平成 28 年 6 月 22 日付） 
（２）理事の退任   山口 裕史 氏 （平成 28 年 6 月 22 日付） 
           苅田 広  氏 （平成 28 年 6 月 22 日付） 
（３）理事の重任   秋富 克哉 氏 （平成 28 年 6 月 22 日付） 
           大橋 良介 氏 （平成 28 年 6 月 22 日付） 
           小川 暁夫 氏 （平成 28 年 6 月 22 日付） 
           高田 篤  氏 （平成 28 年 6 月 22 日付） 
           谷  徹  氏 （平成 28 年 6 月 22 日付） 
（４）代表理事の新任 秋富 克哉 氏 （平成 28 年 7 月 4 日付） 
（５）代表理事の退任 山口 裕史 氏 （平成 28 年 6 月 22 日付） 
（６）代表理事の重任 大橋 良介 氏 （平成 28 年 7 月 4 日付） 
（７）監事の新任   津野紀代志 氏 （平成 28 年 10 月 10 日付） 
（８）監事の退任   道田 正信 氏 （平成 28 年 6 月 22 日付） 
（９）監事の重任   髙山佳奈子 氏 （平成 28 年 6 月 22 日付） 
（１０）評議員の辞任 志水 洵一 氏 （平成 28 年 8 月 25 日付） 
           三澤 廣人 氏 （平成 28 年 9 月 30 日付） 
（１１）評議員の新任 西川 伸一 氏 （平成 28 年 10 月 10 日付） 



 

 

 

 

２．理事・監事に関する事項 平成 28 年度（平成 29 年 3 月 31 日現在） 

 

理事定数 6 名以上 8 名以内  現在 非常勤 6 名 任期 2 年 
監事定数 2 名以内      現在 非常勤 2 名 任期 2 年 

 

役職名 氏 名 常勤・

非常勤

の別 

就任年月日 再任年月日 任 期 現職名 

理 事 

(理事長（代

表理事）) 

秋富 克哉 非常勤 
 

理事就任：

H26. 4. 1 
代表理事就任: 

H28. 7. 4 

H28. 6. 22 平成29年度

に関する定

時評議員会

の終結の時

まで 

京都工芸繊維大学大学院

工芸科学研究科教授 

理 事 

(所長（代表

理事）) 

大橋 良介 

 
非常勤 

 
理事就任：

H26. 4. 1 
代表理事就任： 

H27. 10. 16 

H28. 6. 22 
代表理事再任： 

H28. 7. 4 

平成29年度

に関する定

時評議員会

の終結の時

まで 

本研究所所長 

（代表理事） 

理 事 

（常務理事） 
高田  篤 

 
非常勤 

 
H26. 4. 1 

 
H28. 6. 22 平成29年度

に関する定

時評議員会

の終結の時

まで 

大阪大学大学院法学研究

科教授 

理 事 小川 暁夫 非常勤 H26. 4. 1 
 

H28. 6. 22 平成29年度

に関する定

時評議員会

の終結の時

まで 

関西学院大学文学部教授 

理 事 谷   徹 非常勤 H26. 4. 1 
 

H28. 6. 22 平成29年度

に関する定

時評議員会

の終結の時

まで 

立命館大学文学部教授 

理 事 和田  信 非常勤 H28. 6. 22 
 

― 平成29年度

に関する定

時評議員会

の終結の時

まで 

大阪国際がんセンター心

療・緩和科部長 

監 事 高山佳奈子 非常勤 H26. 4. 1 
 

H28. 6. 22 平成29年度

に関する定

時評議員会

の終結の時

まで 

京都大学大学院法学研究

科教授 



 

監 事 津野紀代志 非常勤 H28. 10. 10 
 

― 平成29年度

に関する定

時評議員会

の終結の時

まで 

公認会計士 

  ＊役員は無給（定款第 28 条） 

 

 

３．評議員に関する事項 平成 28 年度（平成 29 年 3 月 31 日現在） 

 

  評議員定数 6 名以上 8 名以内  現在  非常勤  6 名 任期 4 年 
 

役職名 氏 名 常勤・

非常勤

の別 

就任年月日 再任年月日 任 期 現職名 

評 議  員 阿部 光幸 非常勤 

 

H26. 4. 1 
 

― 平成29年度

に関する定

時評議員会

の終結の時

まで 

京都大学名誉教授 

兵庫県立粒子線医療センタ

ー名誉顧問 

評 議  員 木村  敏 非常勤 H26. 4. 1 
 

― 平成29年度

に関する定

時評議員会

の終結の時

まで 

京都大学名誉教授 

河合文化教育研究所所長 

評 議  員 初宿 正典 非常勤 H26. 4. 1 
 

― 平成29年度

に関する定

時評議員会

の終結の時

まで 

京都産業大学大学院法務研

究科教授 

評 議 員 西川 伸一 非常勤 H28.10.10 ― 平成29年度

に関する定

時評議員会

の終結の時

まで 

NPO法人オール・アバウト

・サイエンス・ジャパン代

表理事 

評 議 員 松丸 壽雄 非常勤 H26. 4. 1 
 

― 平成29年度

に関する定

時評議員会

の終結の時

まで 

獨協大学名誉教授 

評 議 員  森  哲郎 非常勤 H26. 4. 1 
 

― 平成29年度

に関する定

時評議員会

の終結の時

まで 

京都産業大学文化学部教授 

  ＊評議員は無給（定款第 13 条） 



 

４．顧問・名誉顧問に関する事項 平成 28 年度（平成 29 年 3 月 31 日現在） 

 

  顧問・名誉顧問  現在  非常勤  1 名 
 

役職名 氏 名 常勤・

非常勤

の別 

就任年月日 再任年月日 任 期 現職名 

名誉顧問 山極 壽一 非常勤 H28. 10. 10 
 

―  京都大学総長 

名誉顧問 ハインリヒ・プ

ファイファー 

（H28. 12. 22、逝

去のため退任） 

非常勤 H28. 10. 10 
 

―  元アレクサンダー・フォン

・フンボルト財団事務総長 

 ＊顧問・名誉顧問は無給（定款第 41 条） 

 ＊名誉顧問については、任期の定めなし。 

 

 

５．研究員に関する事項 平成 28 年度（平成 29 年 3 月 31 日現在） 

 

  研究員  現在  非常勤  3 名 任期 1 年 
 

役職名 氏  名 常勤・非

常勤の別 

採用年月日 任 期 備   考 

研究員 太田 裕信 非常勤 H28. 5. 31 H29. 3. 31まで  

研究員 関口 浩 非常勤 H28. 5. 31 H29. 3. 31まで  

研究員 吉田 馨 非常勤 H28. 5. 31 H29. 3. 31まで  

 ＊研究員は無給（研究員規程第 10 条） 

 

 

６．職員に関する事項 

 

職  名 氏  名 就職年月日 担当事務 備   考 

事務局長 水野 友晴 H26.  3. 25 事務総括  

事務局員 藤川 恭子 H22. 10.  6 事務補助 休職中 

事務局員 田邉 正俊 H27.  4.  1 事務補助  

 
 

７．認可、許可、承認等に関する事項 

特になし 

 

 

８．契約に関する事項 

特になし 



 

９．賛助会員年会費、寄附金に関する事項 

総 件 数         93 件  総金額 2,579,000 円 

 (内 訳) 

賛助会員年会費 （法人）  85 件       2,490,000 円 
（個人）    7 件       69,000 円 

寄  附  金 （法人）   0 件           0 円 
        （個人）   1 件       20,000 円 
 
 
Ⅳ 役員会に関する事項 

区 分 開 催 年 月 日 議  事  事  項 会議の 

結  果 

理事会 

（第11回） 

 

 

平成28年4月12日 
 

 

 

1. ヤンマー株式会社（以下、「ヤンマー」という。）

からの寄付が、賛助会費としての会費100万円以上

は得られなくなったので、ヤンマーからの寄付減少

に見合うだけの公益事業の縮小を行うことを前提

として、事業計画書、収支予算書、資金調達及び設

備投資の見込みを記載した書面を作成し、理事会に

おいて再度決議を行う件。 
2. 3月24日理事会で可決された第6号議案（科学技術講

演会）の指定寄付金事情変更に伴い、実施を取りや

める件。 
3. 「日独両国の学術文化に関する交流と振興を図るこ

とを目的とした、研究および助成事業」遂行のため

の募集趣意書を作成し、寄付金を募集する件。 

4. 第1号議案が否決された場合には、支出超過を解消す

るために、一般正味財産の内特定資産とされている

760万円を取り崩し、それでも不足する部分につい

ては、指定正味財産で基本財産に充当されている定

期預金・有価証券を取り崩して事業費に充当するこ

ととし、それに従った事業計画書、収支予算書、資

金調達及び設備投資の見込みを記載した書面を作

成し、理事会において再度決議を行う件。なお、評

議員会の承認を得ることを条件とする。 

5. 第3号議案及び第4号議案が可決された場合には、内

閣府の公益認定のある既存事業について従来通り

実施し、賛助会費の減額に伴う収入減については不

足額についてまず寄附を募り、寄附をもってしても

不足額が生じる場合は、評議員会の同意を得つつ、

一般正味財産の内の特定資産及び基本財産に充当

されている定期預金・有価証券を取り崩して補填す

ることとなり、評議員会の承認が必要となるため評

否決 

 

 

 

 

 

 

可決 

 

 

可決 

 

 

可決 

 

 

 

 

 

 

 

 

可決 



 

議員会を招集し特定資産及び基本財産の取り崩し

について承認を得るための議案を提出する件。 

   なお、第3号議案が否決され、第4号議案が可決さ

れた場合には、本議案は以下の通り修正して提案す

る。 

   第4号議案が可決された場合には、本財団の運営

のため、評議員会の同意を得つつ、一般正味財産の

内の特定資産及び基本財産に充当されている定期

預金・有価証券を取り崩して補填することとなり、

評議員会の承認が必要となるため評議員会を招集

し、特定資産及び基本財産の取り崩しについて承認

を得るための議案を提出する件。 

評議員会 
（第4回） 

平成28年5月4日 
 

１．平成 28 年 4 月 12 日開催の理事会で、公益財団法人

日独文化研究所の事業費に充当するため、事業費に

不足を来す金額について、一般正味財産の内の特定

資産及び基本財産の取り崩しを行う事が決議され

たため、この取り崩しについて評議員会の承認を求

める件。 

審議未

了 
（*注 1） 

理事会 
（第12回） 

平成28年5月31日 1. 平成 27 年度事業報告及び決算書類を承認する件 
2. 平成 28 年度の研究員の採用の件 
 
 
 
 
3. 評議員会へ提出する役員等候補者名簿を承認する件 
4. 定時評議員会を招集する件 

可決 

 

 

 

 

 

可決 

可決 

評議員会 
（第5回） 

平成28年6月22日 1. 平成 28 年 4 月 12 日開催の理事会で、公益財団法人

日独文化研究所の事業費に充当するため、事業費に

不足を来す金額について、一般正味財産の内の特定

資産及び基本財産の取り崩しを行う事が決議され

たため、この取り崩しについて評議員会の承認を求

める件の再票決を行う件 
2. 平成 27 年度の事業報告、貸借対照表、損益計算書（正

味財産増減計算書）及び財産目録の承認の件 
3. 理事の選任の件 
  秋富克哉氏 
  高田篤氏 
  谷徹氏 
  大橋良介氏 
  小川暁夫氏 
  和田信氏 
  氏 
  氏 
  氏 

可決 

 

 

 

 

 

可決 

 

 

選任 

選任 

選任 

選任 

選任 

選任 
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個人情報保護の観点から非公開とします 



 

  氏 
  氏 
4. 監事の選任の件 
  髙山佳奈子氏 
  道田正信氏 

 

 

 

選任 

選任 

理事会 
（第13回） 

平成 28 年 7 月 4 日 1. 理事長（代表理事）を選定する件 
  理事長（代表理事）：秋富克哉 
2. 所長（代表理事）を選定する件 
  所長（代表理事）：大橋良介 
3. 常務理事を選定する件 
  常務理事：高田篤 
4. 最高管理責任者を選定する件 
  最高管理責任者：秋富克哉 
5. 研究統括管理責任者を選定する件 
  研究統括管理責任者：所長（代表理事）大橋良介 
6. コンプライアンス推進責任者を選定する件 
  コンプライアンス推進責任者：髙山佳奈子 
7. ハノーヴァー哲学研究所との交流協定延長の確認の

件  
8.  平成 28 年 6 月 22 日開催の第 5 回評議員会で監事に

選任された道田正信氏が就任を辞退したので辞退を

承認する件 

選任 

 

選任 

 

選任 

 

選任 

 

選任 

 

 

選任 

可決 

 

可決 

理事会 
（第14回） 

平成 28 年 9 月 20 日 1. 5 月 31 日開催の第 12 回理事会について、議事録案の

不備を確認した上で議事録を確定させる件 
2. 「公益財団法人日独文化研究所  議事録作成について

の規程」を承認決定する件 
3. 「公益財団法人日独文化研究所 研究不正防止規程」

の修正を承認決定する件 

4. いざなみ監査法人と外部任意監査契約を結ぶことを

承認し、契約行為について理事長に一任する件 
5. 志水洵一の補欠として西川伸一氏を評議員会に推薦

する件 
6. 津野紀代志氏を監事の候補者として評議員会に推薦

する件 
7. 山極壽一氏を名誉顧問に選任する件 
8. ハインリヒ・プファイファー氏を名誉顧問に選任す

る件 
9. 臨時評議員会を招集する件 
報告事項1. ヤンマー社が賛助会員から退会したことを報

告する件 
報告事項 2. 志水洵一の評議員辞任を報告する件 

可決 

 

可決 

 

可決 

 

可決 

 

可決 

 

可決 

 

選任 

選任 

 

可決 

評議員会 
（第 6 回） 

平成 28 年 10 月 10 日 1. 志水洵一評議員の補欠として１名の評議員を選任す

る件 
  評議員；西川伸一氏 
2. 監事を選任する件 

 

 

選任 

 



 

  監事：津野紀代志氏 
3. 山極壽一氏を名誉顧問に選任する件 
4. ハインリヒ・プファイファー氏を名誉顧問に選任す

る件 
5. 「公益財団法人日独文化研究所  議事録作成につい

ての規程」を承認決定する件 
報告事項 1. ヤンマー社が賛助会員から退会したこと

を報告する件 
報告事項 2. 志水洵一の評議員辞任を報告する件 
報告事項 3. 三澤廣人の評議員辞任を報告する件 

選任 

選任 

選任 

 

可決 

理事会 
（第 15 回） 

平成 28 年 10 月 18 日 1. 評議員西川伸一の研究機関として公益財団法人日独文

化研究所を登録する作業を府省共通研究開発管理シ

ステム（e-Rad）上で行うことを承認決定する件 

可決 

理事会 
（第 16 回） 

平成 28 年 12 月 14 日 1. ロゴマークについて 
  本法人のロゴマークとして、京都工芸繊維大学教授

中野仁人氏作成のものを採用することを決定し、あ

わせて杉本特許事務所を通じて商標登録すること

を決定すること。 
2. 評議員会の招集 
  上記第 1号議案の理事会決定を審議するための評議

員会を、書面によるみなし決議の方法で招集するこ

と。 

可決 

 

 

 

 

可決 

評議員会 
（第 7 回） 

平成 28 年 12 月 21 日 1. 第 16 回理事会の第 1 号議案（ロゴマークの件：本法人

のロゴマークとして、京都工芸繊維大学教授中野仁人

氏作成のものを採用することを決定し、あわせて杉本

特許事務所を通じて商標登録することを決定するこ

と）の決定決議を、評議員会において審議すること。 

可決 

理事会 
（第 17 回） 

平成 29 年 3 月 3 日 1. 平成 28 年度補正予算案を承認決定する件 
2. 平成 29 年度事業計画案及び予算案等を承認決定す

る件 
3. 評議員の候補に関する理事長・所長提案について相

談する件 
4. 理事の補充について相談する件 
5. 名誉顧問について相談する件 
6. 平成 29 年度における研究員の採用計画を協議する 
  件 
7. 事務局長水野友晴との契約を更新する件 
8. 事務局員田邉正俊との契約を更新する件 
9. 科学研究費補助事業が採択された場合に、科学研究

費の経費担当者としての事務局員を採用する件 
報告事項 1. 理事長及び所長の職務の執行状況につい

ての報告 
報告事項 2. いざなみ監査法人との監査契約書の内容

についての報告 
報告事項 3. 特定資産「学術文化振興基金」一部取崩し

の報告 

可決 

可決 

 
（*注 2） 
 
（*注 3） 
（*注 4） 
可決 

 

可決 

可決 

可決 

 

 

 

 

 

 

 



 

報告事項 4. 賛助会員の退会状況の報告 
【その他の審議事項】 
1. 賛助会員への新たな特典について 
2. 所報バックナンバーの本研究所ホームページへの掲

載について 
3. 公開シンポジウムの提題者について 

 

 

可決 

可決 

 
（*注 5） 

 *注 1：当日出席した評議員による審議の結果、賛成が「出席した評議員（合計 6 名）」の 3 分の 2 と

なる「4 名」を占めた。 

しかし、後日所長が内閣府に照会した結果、本議案については「評議員全員（合計 7 名）」の 3
分の 2 以上の賛成（5 名以上の賛成）による特別決議が必要であるとの回答を得たため、議決の

ための条件を満たしていなかったことが判明した。 

 *注 2： 

  

 *注 3： 
  
 *注 4： 
 
 
 
 
 
  
 
 *注 5： 
 
 
  
 
 

Ⅴ 事業報告の付属明細書について 
 

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34 条第 3 項に規定する事

業報告の内容を補足する重要な事項は特にないため、附属明細書は作成を省略する。 
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個人情報保護の観点から非公開とします 

個人情報保護の観点から非公開とします 


